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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者が装着するマスク内に陽圧の気体を供給する呼吸支援装置を装着した状態で測定さ
れたポリグラフィ検査の測定結果から、少なくとも前記マスク内の圧力の経時変化に関す
る情報と、呼吸障害イベントの発生時刻に関する情報を取得する取得手段と、
　前記マスク内の圧力を所定幅の複数の区間に分割し、前記複数の区間の各々について、
前記マスク内の圧力が該区間に含まれる時間と該時間内に発生した前記呼吸障害イベント
の発生回数とから睡眠呼吸障害の指標を算出し、前記マスク内の圧力の区間ごとの前記睡
眠呼吸障害の指標の分布を示すグラフを作成する作成手段と、
　前記グラフが配置されたレポートを出力する出力手段と、
を有することを特徴とする生体信号解析装置。
【請求項２】
　前記グラフが、前記マスク内の圧力の所定幅の区間ごとに、前記睡眠呼吸障害の指標の
分布を示したヒストグラムであることを特徴とする請求項１記載の生体信号解析装置。
【請求項３】
　前記睡眠呼吸障害の指標が、無呼吸低呼吸指数ＡＨＩおよび酸素飽和度低下指数ＯＤＩ
のうち、少なくとも無呼吸低呼吸指数ＡＨＩを含むことを特徴とする請求項１または請求
項２に記載の生体信号解析装置。
【請求項４】
　前記睡眠呼吸障害の指標が無呼吸指数ＡＩおよび低呼吸指数ＨＩを含み、前記グラフが
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、前記無呼吸低呼吸指数ＡＨＩを、無呼吸指数ＡＩおよび低呼吸指数ＨＩの割合を識別可
能に示すものであることを特徴とする請求項３記載の生体信号解析装置。
【請求項５】
　患者が装着するマスク内に陽圧の気体を供給する呼吸支援装置を装着した状態で測定さ
れたポリグラフィ検査の測定結果から、少なくとも前記マスク内の圧力の経時変化に関す
る情報と、呼吸障害イベントの発生時刻に関する情報を取得する取得手段と、
　前記マスク内の圧力を所定幅の複数の区間に分割し、前記複数の区間の各々について、
前記マスク内の圧力が該区間に含まれる時間と該時間内に発生した前記呼吸障害イベント
の発生回数とから、タイトレーションに適するマスク圧を推定する推定手段と、を有し、
　前記推定手段は、前記呼吸障害イベントの発生頻度もしくは回数が予め定めた値以下に
なる最小マスク圧、または前記呼吸障害イベントの発生頻度もしくは回数が予め定めた値
以下で一定となる最小マスク圧を前記タイトレーションに適するマスク圧として推定する
ことを特徴とする生体信号解析装置。
【請求項６】
　生体信号解析装置の制御方法であって、
　前記生体信号解析装置の取得手段が、患者が装着するマスク内に陽圧の気体を供給する
呼吸支援装置を装着した状態で測定されたポリグラフィ検査の測定結果から、少なくとも
前記マスク内の圧力の経時変化に関する情報と、呼吸障害イベントの発生時刻に関する情
報を取得する取得ステップと、
　前記生体信号解析装置の作成手段が、前記マスク内の圧力を所定幅の複数の区間に分割
し、前記複数の区間の各々について、前記マスク内の圧力が該区間に含まれる時間と該時
間内に発生した前記呼吸障害イベントの発生回数とから睡眠呼吸障害の指標を算出し、前
記マスク内の圧力の区間ごとの前記睡眠呼吸障害の指標の分布を示すグラフを作成する作
成ステップと、
　前記生体信号解析装置の出力手段が、前記グラフが配置されたレポートを出力する出力
ステップと、
を有することを特徴とする生体信号解析装置の制御方法。
【請求項７】
　生体信号解析装置の制御方法であって、
　前記生体信号解析装置の取得手段が、患者が装着するマスク内に陽圧の気体を供給する
呼吸支援装置を装着した状態で測定されたポリグラフィ検査の測定結果から、少なくとも
前記マスク内の圧力の経時変化に関する情報と、呼吸障害イベントの発生時刻に関する情
報を取得する取得ステップと、
　前記生体信号解析装置の推定手段が、前記マスク内の圧力を所定幅の複数の区間に分割
し、前記複数の区間の各々について、前記マスク内の圧力が該区間に含まれる時間と該時
間内に発生した前記呼吸障害イベントの発生回数とから、タイトレーションに適するマス
ク圧を推定する推定ステップと、を有し、
　前記推定ステップにおいて前記推定手段は、前記呼吸障害イベントの発生頻度もしくは
回数が予め定めた値以下になる最小マスク圧、または前記呼吸障害イベントの発生頻度も
しくは回数が予め定めた値以下で一定となる最小マスク圧を前記タイトレーションに適す
るマスク圧として推定することを特徴とする生体信号解析装置の制御方法。
【請求項８】
　コンピュータを、請求項１乃至請求項５の何れか１項に記載の生体信号解析装置の各手
段として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は生体信号解析装置およびその制御方法に関し、特には睡眠時無呼吸症候群（Ｓ
ＡＳ）に関する生体信号を解析する生体信号解析装置およびその制御方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　睡眠時無呼吸（低呼吸）症候群(Sleep Apnea (Hypopnea) Syndrome: SASまたはSAHS)は
、睡眠の分断による過度の日中傾眠を伴い、睡眠時に１０秒以上連続した無呼吸が５回／
時間又は３０回／７時間以上発生する疾患である。以下では便宜上、ＳＡＳとＳＡＨＳを
併せて単にＳＡＳと呼ぶ。
【０００３】
　ＳＡＳは大きく分けて閉塞型睡眠時無呼吸症候群（ＯＳＡＳ）、中枢型睡眠時無呼吸症
候群（ＣＳＡＳ）及びこれらの混合型である混合型睡眠時無呼吸症候群（ＭＳＡＳ）に分
類されると考えられている。なお、ＭＳＡＳはＣＳＡＳからＯＳＡＳに移行していくため
、ＯＳＡＳと見なされる場合もある。
【０００４】
　このうち、ＯＳＡＳは、睡眠が深くなると気道の筋が弛緩し、舌が自重で沈下して気道
を塞ぐことにより発生するものと考えられている。閉塞状態では酸欠状態に陥るため、睡
眠が浅くなり（断眠）、気道の筋が緊張して閉塞及び酸欠が緩和もしくは解消する。する
と睡眠が深くなり、再度閉塞状態に陥る。このようなサイクルを睡眠中何度も繰り返すた
め、本人は睡眠時間を十分取ったつもりでも実際には十分な睡眠が得られておらず、結果
として非睡眠時に強烈な眠気に襲われ、業務に支障を来したりする。
【０００５】
　睡眠時無呼吸低呼吸症候群の診断には、口鼻呼吸、いびき、動脈血酸素飽和度（ＳpＯ
２）、呼吸努力運動、脳波、眼球運動、頤筋筋電図、心電図、体位などの測定を終夜行う
終夜睡眠ポリグラフ（polysomnography:ＰＳＧ）検査が必要である。しかしながら、終夜
睡眠ポリグラフ検査は、通常、病院での宿泊を要し、また多数のセンサ類を装着する必要
があるため、患者の負担が比較的大きい。そのため、終夜睡眠ポリグラフ検査を行う前に
、より簡便なスクリーニング検査（簡易ＳＡＳ検査、簡易ポリグラフ検査などとも呼ばれ
る）を行うことが多い。例えば特許文献１には、無呼吸及び低呼吸の有無、回数やＳｐＯ
２値、いびき、呼吸努力運動といったスクリーニング検査に用いる睡眠時無呼吸検査装置
が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－３２０７３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ＯＳＡＳと診断された患者に対しては、睡眠時の気道閉塞を抑制し、症状を緩和するた
めのｎＣＰＡＰ(nasal continuous positive airway pressure)療法が有効とされている
。ｎＣＰＡＰ療法は、ＣＰＡＰ装置（以下、単にＣＰＡＰという）を用い、主に鼻を覆う
ように装着したマスク内に陽圧の空気を連続的に送り込むことで、気道の閉塞を抑制する
ものである。
【０００８】
　ＣＰＡＰには、一定圧の空気を送り込む固定圧型、マスク内の圧力などから空気圧を自
動調整する自動圧調整型（オートＣＰＡＰまたはＡＰＡＰとも呼ばれる）、呼気時と吸気
時とで異なる給気圧を設定可能としたバイレベル型（バイレベルＰＡＰまたはＢｉＰＡＰ
とも呼ばれる）などの種類が存在する。
【０００９】
　また、近年では、呼吸状態と気流の変化に適応して給気圧を同調させる適応補助換気Ａ
ＳＶ(adaptive servo ventilation）を行う装置（ＡＳＶ装置またはadaptive servo vent
ilatorとも呼ばれる。以下、単にＡＳＶという）も用いられるようになってきている。
【００１０】
　ＣＰＡＰおよびＡＳＶは、陽圧の空気を供給して気道の閉塞を防ぐ装置であるが、供給
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すべき適正な給気圧は個々の患者に応じて異なる。また、圧力が不足すれば気道の閉塞が
生じて治療効果が十分に得られず、また圧力が高すぎても、患者のストレスとなり、かえ
って睡眠を妨害してしまったりする。そのため、患者の睡眠状態が良好で、睡眠呼吸障害
が解消される最小の圧を、適正圧（処方圧）として設定する必要があり、適正圧の決定を
タイトレーションと呼ぶ。
【００１１】
　タイトレーションは、固定圧型のＣＰＡＰはもちろんのこと、オートＣＰＡＰやＡＳＶ
のような、自動的に給気圧を調整する機能を有する装置においても、不必要な供給圧の増
加を防止するための最大圧力を設定したり、運転開始後に入眠を妨げないように圧力を保
持する時間（移行時間、ランプ時間などとも呼ばれる）を設定したりするために必要であ
る。
【００１２】
　固定圧型ＣＰＡＰにおける典型的なタイトレーションは、患者にＣＰＡＰを装着した状
態で終夜睡眠ポリグラフ（Poly-Somno-Graphy:ＰＳＧ）検査を行い、給気圧を手動で変化
させながら、無呼吸、低呼吸の発生回数を測定し、適切な給気圧を探索するというもので
ある。しかし、上述の通りＰＳＧ検査は患者の負担が比較的大きい上、タイトレーション
には技士による給気圧の調整と終夜観察が必要であり、技士の負担も大きい。オートＣＰ
ＡＰやＡＳＶの場合であっても、装置が正しい圧力測定結果に基づいて給気圧制御をして
いるかどうかは、実際に状況を確認しないと分からない。そのため、給気圧の調整自体は
装置に行わせるにしても、正確なタイトレーションを行うには入院および技士による終夜
観察が必要であった。
【００１３】
　本願発明はこのような従来技術の課題に鑑みなされたものであり、その主な目的は、タ
イトレーションに係る負担を軽減することのできる生体信号解析装置およびその制御方法
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上述の目的は、患者が装着するマスク内に陽圧の気体を供給する呼吸支援装置を装着し
た状態で測定されたポリグラフィ検査の測定結果から、少なくともマスク内の圧力の経時
変化に関する情報と、呼吸障害イベントの発生時刻に関する情報を取得する取得手段と、
マスク内の圧力を所定幅の複数の区間に分割し、複数の区間の各々について、マスク内の
圧力が区間に含まれる時間と時間内に発生した呼吸障害イベントの発生回数とから睡眠呼
吸障害の指標を算出し、マスク内の圧力の区間ごとの睡眠呼吸障害の指標の分布を示すグ
ラフを作成する作成手段と、グラフが配置されたレポートを出力する出力手段と、を有す
ることを特徴とする生体信号解析装置によって達成される。
【発明の効果】
【００１５】
　このような構成により、本発明の生体信号解析装置によれば、タイトレーションに係る
負担を軽減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施形態に係る生体信号解析装置の一例としての生体信号測定装置の構
成例を示す図である。
【図２】本発明の実施形態に係る生体信号測定装置におけるタイトレーション支援レポー
トの出力動作の例を説明するためのフローチャートである。
【図３】本発明の実施形態に係る生体信号測定装置が出力可能なタイトレーション支援レ
ポートの例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して本発明をその好適な実施形態に基づいて詳細に説明する。
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　図１は、本発明の実施形態に係る生体信号解析装置の一例としての、生体信号測定装置
１００と、生体信号測定装置１００とともに用いるＣＰＡＰ、ＡＳＶなどの呼吸支援装置
２００の構成例を示すブロック図である。なお、本実施形態の生体信号解析装置は、いわ
ゆる簡易ポリグラフ検査装置であり、解析に供される生体信号、具体的には呼吸関連信号
を患者から取得するための構成、並びに呼吸支援装置による給気圧（マスク圧）を測定す
るための構成を有している。しかしながら、本発明において、呼吸関連信号を患者から取
得するための構成、並びに呼吸支援装置による給気圧を測定するための構成は必須で無い
。本発明に係る生体信号解析装置は、予め測定された呼吸関連信号や呼吸支援装置による
給気圧（マスク圧）を、例えば直接接続された、またはネットワークを介して接続された
記憶装置や記憶媒体から取得するなど、任意の方法で取得可能であればよい。
【００１８】
（構成）
　本実施形態に係る生体信号測定装置１００において、ＳpO2センサ１０１は、動脈血酸
素飽和度（ＳｐＯ2）を例えば患者の指先で測定する反射式のセンサである。カニューレ
１０２は、患者の鼻孔近傍に開口を有し、接続された圧力センサ１０６によって、患者の
鼻呼吸波形やいびき音、また呼吸支援装置２００のマスク２１１内の圧力（マスク圧）を
検出するために用いられる。胸部・腹部センサ１０３は、患者の呼吸努力運動を検出する
ためのセンサである。
【００１９】
　心電図電極１０４は、主に心拍数を検出するために心電図を取得するための電極であり
、例えば単極または双極２チャンネルの心電図を検出するための電極である。加速度セン
サ１０５は、体位（例えば、右側臥位、左側臥位、仰臥位、伏臥位、および立位）を測定
するためのセンサである。
【００２０】
　メモリ１０７は、制御部１１０が作業用に用いる。なお、装置の設定値などが記憶され
る不揮発性の領域を有してもよい。表示部１０８は例えば液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）を
有し、装置の動作状況、測定波形、ユーザ情報、ＧＵＩなどの表示に用いる。
【００２１】
　制御部１１０は、生体信号測定装置１００の動作を制御する。制御部１１０は例えばＣ
ＰＵと、ＣＰＵが実行する制御プログラムを記憶する不揮発性メモリと、ＣＰＵが不揮発
性メモリから読み出したプログラムを実行するために用いるＲＡＭを有する。なお、不揮
発性メモリおよびＲＡＭは、メモリ１０７であってもよい。
【００２２】
　入力部１０９は、ユーザが各種の指示や設定を入力するために用いられる。入力部１０
９はユーザが指示や設定を入力可能な任意の入力機器を有することができる。入力機器に
はスイッチ、ボタン、ダイヤル、タッチパネル等、機械的な入力を行う機器はもちろん、
音声認識などの非機械的な入力を受け付ける機器であってもよい。入力部１０９からの入
力は制御部１１０に与えられ、制御部１１０は入力に応じた動作を実現させる。
【００２３】
　なお、スピーカ等の発音手段を設け、装置の動作状態やエラー発生、操作手順などを音
声などによってユーザに報知するように構成してもよい。
【００２４】
　記録部１１１は測定したデータを記録媒体に記録したり、記録媒体に記録された測定済
みのデータを読み出したりする。記録部の構成は使用する記録媒体によって異なり、使用
する記録媒体に特に制限は無いが、小型化や低消費電力等の観点から、半導体メモリカー
ドを好適に用いることができる。
【００２５】
　出力部１１２は外部装置と通信するためのインタフェースである。接続可能な外部機器
の種類や通信プロトコルに特に制限は無く、また、通信媒体も有線、無線のいずれであっ
てもよい。
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【００２６】
　呼吸支援装置２００は、ＣＰＡＰ（固定圧型、ＡＰＡＰ、ＢｉＰＡＰ）やＡＳＶ等の、
患者の気道に陽圧の空気を供給することによって無呼吸や低呼吸の発生を抑制する装置で
ある。呼吸支援装置２００は本体２１０とマスク２１１とがホース２１２で接続されてお
り、本体２１０が有する送風機によってホース２１２を通じてマスク２１１内に所定圧の
空気が供給される。ＡＰＡＰやＡＳＶの場合、マスク２１１内の圧力を圧力センサ２１３
で測定し、呼吸状態や気道の閉塞状態に応じて、本体２１０が送風機を制御して給気圧を
制御する。固定圧型ＣＰＡＰの場合、本体２１０は設定された供給圧で送風機を連続的に
動作させる。
【００２７】
　なお、呼吸支援装置２００は本発明と直接関係がなく、また公知であるため、これ以上
の詳細については説明を省略する。ここでは、給気圧を圧力センサ２１３の出力に応じて
自動調整するＡＰＡＰ、ＢｉＰＡＰ、ＡＳＶ等の装置を用いるものとする。なお、固定圧
型のＣＰＡＰを用いる場合には、所定時間ごとに給気圧を順次変化させるように予め設定
しておく。なお、呼吸支援装置２００を動作させない場合（給気圧０）において測定を行
う場合には、二酸化炭素の再吸気を防ぐため、マスクを外した状態で測定することが望ま
しい。
【００２８】
（測定・記録動作）
　各種のセンサ１０１～１０５が患者の所定部位に装着され、入力部１０９から測定開始
の指示が入力されると、生体信号測定装置１００は生体信号の測定・記録を開始する。制
御部１１０は、各種のセンサ１０１，１０３～１０６からの入力信号に対して例えばＡ／
Ｄ変換やフィルタ処理など予め定められた処理を適用し、測定時刻と対応付けてメモリ１
０７に順次書き込んでゆく。
【００２９】
　カニューレ１０２に接続された圧力センサ１０６は、鼻カニューレまたは口鼻カニュー
レからの気流を電気信号へ変換する。制御部１１０は、この電気信号に増幅処理およびフ
ィルタ処理を適用し、圧力センサ１０６から得られる信号を周波数成分によってマスク圧
の変化を示す信号、呼吸波形を示す信号、気道音（いびき）を示す信号に分離する。なお
、カニューレが鼻カニューレであれば鼻呼吸波形が、口の近傍にも開口を有する口鼻カニ
ューレであれば口鼻呼吸波形が得られる。
【００３０】
　例えば、圧力センサ１０６から得られる電気信号について５００Ｈｚ程度を遮断周波数
とするローパスフィルタを適用して増幅した信号を基本信号とし、基本信号に対してさら
に２～３Ｈｚを遮断周波数とするローパスフィルタを適用した信号をマスク圧の信号、基
本信号に対して０．０１～０．１Ｈｚを遮断周波数とするハイパスフィルタと２～３Ｈｚ
を遮断周波数とするローパスフィルタを適用した信号を適用した信号を呼吸信号、基本信
号に対して０．０１～０．１Ｈｚを遮断周波数とするハイパスフィルタと１５０～２００
Ｈｚを遮断周波数とするローパスフィルタを適用した信号を気道音信号、として分離する
ことができる。
【００３１】
　また、マスク圧の変化を示す信号（マスク圧信号）、呼吸波形を示す信号（呼吸信号）
、気道音（いびき）を示す信号（気道音信号）の呼吸関連信号は、それぞれ電圧から圧力
[cmH2O]に変換されて記録される。なお、呼吸信号や気道音信号は連続的に記録されるが
、マスク圧信号は、所定時間単位（たとえば秒単位）に変換されて記録される。
　また、呼吸努力波形は胸部・腹部センサから得られる。なお、本実施形態では胸骨上窩
波形は測定していないが、胸骨上窩波形を取得するように構成してもよい。
【００３２】
　制御部１１０は、各種の信号や測定値を順次メモリに書き込むとともに、測定データの
解析処理を行う。解析処理では、無呼吸や低呼吸区間の有無、継続期間および回数、体位
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とその変化、ＳｐＯ２の所定％（２～４％）以上の低下の有無、継続期間および回数、脈
拍数（最大、最小、平均）などを取得する。例えば、無呼吸は１０秒以上呼吸が停止した
状態、低呼吸は、換気の明らかな低下（正常呼吸の振幅から３０％以上の減少した状態が
１０秒以上）に加え、ＳｐＯ２が３～４％以上低下した状態として検出することができる
。
【００３３】
　ここで、正常呼吸とは、患者の正常時の呼吸波形であり、制御部１１０は呼吸信号から
例えば次のような条件を満たす呼吸を正常呼吸として抽出する。
・呼吸と推定される波形であること
・所定の最低基準振幅の所定割合（例えば３０～５０％）以上の振幅を有すること
【００３４】
　なお、呼吸と推定される波形は、山（上に凸の波形）と谷（下に凸の波形）のペア（山
と谷が交互に存在するもの）であり、所定値を超える振幅（山と谷のピーク間距離）を有
する波形とする。この所定値は直前の所定時間内（例えば数分間）の呼吸波形振幅の絶対
値平均の所定割合（例えば２０～３０％の範囲から選択された値）とし、順次更新する。
ただし、最初の所定時間については予め定めた固定値を用いるものとする。
　また、検出精度を向上させるために、ペアとなる山と谷の時間幅（ピークの時間差）や
、隣接する山の時間幅などの条件をさらに適用してもよい。
【００３５】
　また、最低基準振幅についても、直前の所定時間内（例えば数分間）の正常呼吸の振幅
の平均値に基づいて順次更新する。ただし、最初の所定時間については予め定めた固定値
を用いるものとする。
　また、検出精度を向上させるために、直前の所定時間内で検出された正常呼吸の数に応
じて、平均する振幅を変更してもよい。例えば、正常呼吸の数が多ければ（所定数以上で
あれば）、２番目に大きな振幅からｎ（ｎ≧３）番目に大きな振幅までの平均値とし、正
常呼吸の数が所定数未満であれば、全ての振幅の平均値とすることができる。なお、前者
において最大振幅を除外しているのは、ノイズなどの影響により極端に大きな振幅が含ま
れる可能性を考慮しているためである。
【００３６】
　制御部１１０は、メモリに書き込んだ各種波形や測定値を記録部１１１に供給し、記録
媒体に順次所定のファイル形式で記録する。解析で得られた情報もまた、記録部１１１で
記録する。
【００３７】
（タイトレーション支援レポートの生成）
　次に、本実施形態の生体信号解析装置１００における、タイトレーション支援レポート
生成動作について、図２に示すフローチャートを用いて説明する。
【００３８】
　Ｓ１０１で制御部１１０は、記録部１１１に記録されている測定済みデータのうち、例
えば入力部１０９を通じて指定された患者について、少なくともマスク圧および睡眠呼吸
障害イベントに関する測定データを記録部１１１から読み出す。ここで、睡眠呼吸障害イ
ベントとしては、例えば以下のものがある：無呼吸イベント、低呼吸イベント、酸素飽和
度低下イベント。なお、測定済みデータは睡眠中に測定されたものとする。
【００３９】
　データの取得の際には、マスク圧および睡眠呼吸障害イベントに関する測定データ以外
のデータの取得を排除するものではない。不整脈イベントのデータや体位のデータなど、
タイトレーションに有用と思われる他のデータについても取得してもよく、例えば体位の
データなどは、患者が睡眠中であるかどうかの判定に用いることができる。
【００４０】
　患者が睡眠中であるかどうかの判定には、脳波を用いることが多いが、本実施形態のよ
うに脳波を測定しない場合、厳密にはマスク圧および睡眠呼吸障害イベントに関する測定
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データが「睡眠中」に測定されたものかどうかはわからない。しかし、加速度センサ１０
５で計測した体位とその変化（すなわち体動）に基づいて、患者が睡眠中であるかどうか
を推定することができる。例えば、体位が立位や座位である区間や、体位の変動が大きい
区間については、患者が睡眠中でない可能性が高いと推定できる。従って、測定済みデー
タのうち、患者が睡眠中でない可能性が高い区間のデータを除外することで、残った区間
のデータは睡眠中に測定されたものとして取り扱うことができる。このようなデータの処
理は、予め技士が行っておいてもよいし、体位およびその変動についての条件を予め定め
ておき、制御部１１０が条件に当てはまる区間のデータを除外するように構成してもよい
。
　なお、患者が睡眠中であるかどうかの判定方法は本発明に直接関係が無く、任意の方法
を利用可能である。
【００４１】
　Ｓ１０３で制御部１１０は、マスク圧の所定幅の区間ごとに、睡眠呼吸障害の判定指標
の値の分布を示すヒストグラムを作成する。
　上述の通り、本実施形態においてマスク圧のデータは秒単位で記録されている。制御部
１１０はまず、マスク圧を所定幅（例えば１ｃｍＨ２Ｏの幅）の複数の区間に分割する。
そして、マスク圧が各区間に含まれる時間内に発生した睡眠呼吸障害イベントの回数をイ
ベントごとに計数する。
【００４２】
　例えば、制御部１１０は、マスク圧が０（給気無し）である時間（期間）、０超１ｃｍ
Ｈ２Ｏ未満である時間、１以上２ｃｍＨ２Ｏ未満である時間、といったように、測定時間
をマスク圧の区間で分類する。そして、制御部１１０は、分類した区間に発生した睡眠呼
吸障害イベントの回数を計数する。そして、各区間の時間の長さと、イベントの発生回数
とから、睡眠呼吸障害の判定指標を算出し、ヒストグラムを作成する。
【００４３】
　本実施形態において、睡眠呼吸障害の判定指標は以下の通りである。
　無呼吸指数ＡＩ(apnea index)：睡眠中の無呼吸の総数／睡眠時間(hr)
　低呼吸指数ＨＩ(hypopnea index)：睡眠中の低呼吸の総数／睡眠時間(hr)
　無呼吸低呼吸指数ＡＨＩ(apnea hypopnea index)：睡眠中の無呼吸と低呼吸の総数／睡
眠時間(hr)
　酸素飽和度低下指数ＯＤＩ(oxygen desaturation indexまたはoxygen dip index)：SpO
2の所定％以上の低下の総数／睡眠時間(hr)
　通常、ＯＤＩの所定％は２，３，または4のいずれかである。所定％を３％とした場合
、3％ＯＤＩ、ＯＤＩ（３％）、ＯＤＩ（３）などと表す。
【００４４】
　例えば、制御部１１０は、例えばマスク圧が１以上２ｃｍＨ２Ｏ未満の区間の時間が合
計で３時間であり、その間に無呼吸イベントが１５回発生していた場合、マスク圧が１以
上２ｃｍＨ２Ｏ未満の区間におけるＡＩを１５回／３時間＝５．０（回／hr）と算出する
。制御部１１０は他の指標についても同様に、マスク圧の区間ごとに算出する。
【００４５】
　なお、ＡＨＩについては、ＡＩとＨＩを別個に計数し、ＡＨＩにおけるＡＩとＨＩの割
合が識別できるようにヒストグラムを生成する。
【００４６】
　Ｓ１０５で制御部１１０は、作成したヒストグラムを予め定められた出力形式に応じて
レイアウトしたレポートを生成する。出力形式は、レポートの出力方法（表示、印刷、レ
ポートデータの送信など）に応じて予め定められているものとする。
【００４７】
　Ｓ１０７で制御部１１０は、予め設定された出力方法に応じて、出力部１１２および／
または表示部１０８にレポートを出力する。
【００４８】
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　図３は、本実施形態の生体信号測定装置が出力するタイトレーション支援レポート（便
宜上、ＣＰＡＰレポートとする）の例を示す図である。図３では、本実施形態において特
徴的な情報のみを記載しているが、一般的にレポートに含まれるような情報、例えば患者
を特定する情報や、測定日時などの情報が含まれていてもよいことは言うまでもない。
【００４９】
　図３に示すＣＰＡＰレポートは、マスク圧の統計的な情報を示すためのマスク圧情報領
域３１０と、マスク圧と睡眠呼吸障害の判定指標の値の分布との関係を示すグラフの一例
としてのヒストグラムを示す睡眠呼吸障害指標ヒストグラム領域３２０，３３０と、睡眠
呼吸障害イベント以外にタイトレーションに有用と思われるイベント、あるいは予め定め
られた情報の、マスク圧との関係を示す補助情報領域３４０とを有している。
【００５０】
　マスク圧情報領域３１０は、マスク圧の最大値、最小値、および平均値を示す領域３１
１と、マスク圧の分布割合を円グラフで示す領域３１２とを含んでいる。領域３１２にお
ける分布割合は、予め定めたマスク圧の範囲ごとの割合であるが、後述するヒストグラム
におけるマスク圧の分割単位とは異なっていてもよい。
【００５１】
　本実施形態において、睡眠呼吸障害指標ヒストグラム領域３２０，３３０は、ＡＨＩ（
ＡＩ，ＨＩ）指標ヒストグラム領域３２０と、ＯＤＩヒストグラム領域３３０である。な
お、他の睡眠呼吸障害指標ヒストグラム領域が含まれていてもよいし、ＯＤＩヒストグラ
ム領域３３０が無くてもよい。
【００５２】
　ＳＡＳの判定はＡＨＩに基づいて行われることが一般的であるため、ＡＨＩヒストグラ
ム領域３２０は必須である。ＡＨＩヒストグラム領域３２０には、マスク圧の所定幅の区
間ごとに、ＡＩ３２４およびＨＩ３２３が識別可能に示されたＡＨＩヒストグラム３２２
が示されている。具体的には、ＡＩ３２４およびＨＩ３２３が上下に並んだ状態でＡＨＩ
を示している。このような形式を用いることにより、ＡＨＩにおけるＡＩ３２４とＨＩ３
２３の割合や、ＡＩ３２４とＨＩ３２３それぞれがマスク圧に応じてどのように変化する
かを把握することができる。
【００５３】
　ＡＨＩヒストグラム３２２の上方には、ＡＨＩ，ＡＩ，ＨＩのそれぞれを数値で列挙し
た領域３２１が設けられている。ＡＨＩヒストグラム３２２では個々のイベントの実際の
値よりも、マスク圧と値との関係を把握しやすく提示することを目的としているため、個
々の値は記載していない。そのため、数値領域３２１において実際の値を示している。そ
のため、数値領域３２１を参照することでマスク圧の各区間における実際の値を知ること
ができる。
【００５４】
　ＯＤＩヒストグラム領域３３０には、ＯＤＩについて、ＡＨＩと同様にヒストグラム３
３２および数値領域３３１を用いて提示している。ＡＨＩヒストグラム領域３２０に加え
、ＯＤＩヒストグラム領域３３０を含めることで、複数の情報に基づいてタイトレーショ
ンを行うことができ、タイトレーションの信頼性を高めることができる。
【００５５】
　なお、マスク圧と睡眠呼吸障害の判定指標の値の分布との関係を示すグラフの一例とし
てヒストグラムを用いた例を示したが、マスク圧と睡眠呼吸障害の判定指標の値の分布と
の関係を表すことのできる任意の形式のグラフを形成することができる。
【００５６】
　本実施形態において、補助情報領域３４０には、不整脈イベントが睡眠呼吸障害イベン
トと同様に提示されている。不整脈とＡＨＩ，ＯＤＩとの相関性については未だ見解が確
立していないが、ＣＰＡＰの利用で不整脈が減るといった報告や、ＣＰＡＰの圧力が高す
ぎると不整脈が増えるという報告などがなされており、何らかの参考となる可能性がある
。
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【００５７】
　なお、図３の例で示した情報以外にも、マスク圧の区間毎のいびきの検出頻度や、マス
ク圧の区間毎の体位の分類（この場合は頻度では無く、体位毎の時間）や、マスク圧の区
間毎のＳｐＯ２が９０％以上である割合などを示すグラフなどを補助情報領域３４０に示
すことができる。
【００５８】
　図３に示すようなレポートにより、個々の患者に対する適正な給気圧の決定に有用な情
報を提供することができる。例えば、ＡＨＩはＣＰＡＰの給気圧が７ｃｍＨ２Ｏ以上では
起きていない。また、ＯＤＩも給気圧が７ｃｍＨ２Ｏ以上では起きていない。従って、例
えば次回は給気圧を７ｃｍＨ２Ｏを基準とした測定を行ったり、最大給気圧を９ｃｍＨ２
Ｏ程度に設定して測定を行うことで、さらに精度のよい評価が可能である。このような評
価を繰り返し行うことで、評価結果から技士が最終的な適正圧を決定することを支援する
ことができ、タイトレーションに係る労力を軽減することが可能になる。
【００５９】
　以上説明したように本実施形態によれば、マスク圧と睡眠呼吸障害の判定指標の値の分
布の関係を示すレポートを出力することにより、呼吸支援装置のタイトレーションに係る
労力を軽減することが可能になる。
【００６０】
　また、マスク圧は簡易ポリグラフィ装置等で測定可能なため、簡易ポリグラフィ検査を
行った患者について呼吸支援装置を用いることになった場合、おおよそ適正と考えられる
供給圧を基準とした狭い範囲での給気圧を変化させてタイトレーションを行えば良いため
、患者および技士双方の負担を軽減できるものと考えられる。
【００６１】
（変形例）
　図３に示すようなレポートを生成するだけでなく、睡眠呼吸障害イベントの発生回数と
給気圧（マスク圧）との関係から、タイトレーションに最適な給気圧（マスク圧）を推定
するようにしてもよい。
【００６２】
　具体的には、
・睡眠呼吸障害イベントの発生の頻度もしくは回数が、予め定めた値以下になる最小マス
ク圧、または
・睡眠呼吸障害イベントの発生の頻度もしくは回数が、予め定めた値以下で一定となる最
小マスク圧、
を、タイトレーションに最適な給気圧（マスク圧）として推定することができる。
【００６３】
　ここで、予め定めた値は、睡眠呼吸障害イベントの発生頻度や回数が絶対的に少ないと
考えられる値か、測定された最大頻度や回数に対して十分に小さいと考えられる値とする
。例えば、イベント発生頻度が１０回／hr以下や、５回／hr以下といった値や、最大頻度
の１／３以下、１／４以下といった値に設定することができる。ただし、これらは一例で
あり、イベントの種類などに応じて適宜設定することができる。
【００６４】
　また、「一定となる」とは、給気圧（マスク圧）を変化させても睡眠呼吸障害イベント
の発生頻度や回数に変動がない状態であり、例えば２ｃｍＨ２Ｏ以上や３ｃｍＨ２Ｏ以上
の範囲で睡眠呼吸障害イベントの発生頻度や回数に変動がない場合に、「一定である」と
見なすことができる。
【００６５】
　例えば、睡眠呼吸障害イベントの発生回数と給気圧（マスク圧）との関係が図３に示す
ようであった場合、酸素飽和度低下指数ＯＤＩに関しては、３ｃｍＨ２Ｏ以上、７ｃｍＨ
２Ｏ未満までは発生頻度が１０回／hrで一定となる。このような場合、最小の３ｃｍＨ２
Ｏをタイトレーションに最適な給気圧（マスク圧）と推定することができる。
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【００６６】
　また、複数種類の睡眠呼吸障害イベントについてタイトレーションに最適な給気圧（マ
スク圧）と推定し、その最大値を最終的な最適値として推定してもよい。
【００６７】
　ここで説明した推定処理は、Ｓ１０３で生成したヒストグラムや、ヒストグラム生成時
に計数した睡眠呼吸障害イベントの回数を元にして、制御部１１０によって実行すること
ができる。また、推定された最適な給気圧（マスク圧）は、図３のＣＰＡＰレポートに含
めることができる。この際、推定された最適な給気圧（マスク圧）がヒストグラム上で識
別できるように表してもよい。
　このように、本変形例によれば、呼吸支援装置のタイトレーションに係る労力を一層軽
減することが可能になる。
【００６８】
　なお、本発明に係る生体信号解析装置は、一般的に入手可能な、パーソナルコンピュー
タのような汎用情報処理装置に、図２や図４の表示動作を実行させるプログラム（アプリ
ケーションソフトウェア）として実現することもできる。従って、このようなプログラム
および、プログラムを格納した記憶媒体（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ等の光学記録媒
体や、磁気ディスクのような磁気記録媒体、半導体メモリカードなど）もまた本発明を構
成する。

【図１】 【図２】
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